
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 憲法は、国を治めるための大切なルールのことです。このルールのおかげで、私たちは毎日安全

で自由な生活を送ることができます。たとえば、自由に意見を言ったり、勉強したりすることがで

きるのは、憲法のおかげです。また、みんなが平等に扱われることも憲法が守っています。 

日本国憲法には、私たちの毎日の生活を支えるための大切な３つの原則があります。それを 三大

原則 と呼びます。 

• 国民主権  

私たち一人ひとりが国の主人公です。私たちが選んだ人たちが国を動かす仕組みが、この原

則に基づいています。 

• 基本的人権の尊重  

すべての人が平等で、自由に安全に暮らせるように守られています。いじめられたり、不平

等に扱われたりしないのもこのおかげです。 

• 平和主義  

戦争をしない、平和を守るという強い決意が込められています。この原則のおかげで、安心

して生活できます。 

 この久我の杜小学校にも、日本国憲法の理念と同様に、みんなが気持ちよく過ごせるよう「学校

のきまり」があります。きまりを守ったり、相手の気持ちを考えて行動したりすることが大切です。

憲法朝会では、憲法や学校のきまりについて考え、学年に応じて、人権ポスターや人権標語の作成

に取り組みます。この機会に、ご家庭でも日本国憲法や様々な「きまり」について話題にしていた

だければと思います。 

                               校長 出口 章 

令和７年５月１日 

５月は「憲法月間」です 

 

 

学校預り金振替日 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月１０日（木）に令和７年度の入学式を行いま

した。雨が危ぶまれましたが、心地よいお天気のも

と、８４名の元気な新 1年生を迎えることができま

した。子どもたちが背筋を伸ばして校長先生のお話

を聞いたり、キラキラした目で担任の先生の紹介を

聞いたりする姿がとても可愛かったです。 

 

入学おめでとう 

ございます 



 

 

 

 

 

「すぐーる」による欠席遅刻連絡について 

欠席遅刻の連絡は、当日 8 時 30 分までにお願いします。 

欠席遅刻以外の連絡は、連絡帳かお電話でお願いします。 


